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要 旨 

 保健師の教育期間延長や指定規則の改正を受け、Ａ大学では平成24年度に保健師教育を統合カリキュラムか

ら選択制に変更しカリキュラムを充実させた。そこで、公衆衛生看護学実習の前後で保健師の技術項目に対す

る学生の自己評価を比較し実習効果を検証した。その結果、実習後の自己評価の平均値は、個人／家族に対す

る技術は48項目中31項目（64.6％）で有意に上昇し、集団／地域に対する技術は71項目中43項目（60.6％）で

有意に上昇した。実習終了後、卒業時の目標に到達した者の割合が６割を超えた項目は、個人／家族に対する

技術では40項目（83.3％）、集団／地域に対する技術では63項目（88.7％）であった。 

 実習後に平均値が大きく上昇した項目から、技術の実施体験の繰り返し、指導者や教員とのカンファレンス

及び実習記録の積み重ねが重要であることが考えられた。到達割合が6割未満の項目から、潜在的な健康課題の

把握、個別支援における相談や教育、地区活動の展開等の技術習得のためには、さらに意図的な学習体験の必

要性が示唆された。 
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Ⅰ．緒 言 

 我が国の保健師教育は、昭和23年の保健師助産師

看護師法の制定に伴い、看護師教育の積み上げとい

う形で行われてきた1)。その後、昭和27年に大学教育

が始まり2)、保健師と看護師の国家試験受験資格を同

時に取得するカリキュラムでの教育が始まった。平

成５年ごろから看護系大学が増加し、平成９年以降

は、看護師教育の科目を保健師教育科目に読みかえ

たカリキュラムで教育を受ける学生の割合が急増し

た。これにより、増加した学生数の実習受け入れ困

難、保健師志望でない学生の実習に対する目的意識

や意欲の低さ、保健師養成必要数と実際の養成数の

アンバランスが問題となってきた3)。また、保健師教

育の質の低下も指摘されるようになってきた1),4)。 

 これらを受け、平成20年には厚生労働省より、保

健師の技術項目と卒業時の到達度（71項目）が発表

され5)、保健師免許取得前の基礎教育における到達目

標が示された。平成21年７月には法改正が行われ、

保健師の教育期間が「６か月以上」から「１年以上」

に延長された。また、平成23年の保健師助産師看護

師学校養成所指定規則の改正により、保健師国家試

験受験資格取得に必要な単位が23単位から28単位に

増加し、実習単位も４単位から５単位に増加するな

ど6),7)、教育の充実が図られてきた。 

 平成21年の法改正により、保健師養成機関である

大学では教育形態の選択が可能となった8),9)。大学に

おいては、大学院、１年課程の専攻科又は別科、選

択制又は全員必修が可能となったが、７割以上の大
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学が選択制で行っている7),9)。 

 看護教育において実習は、重要な位置を占めてお

り、保健師教育も同様であり1),10)、学生が現場に出向

き、臨地で看護技術を実践する経験は重要である6)。

学生の技術修得の検証することは、教育の質を確認

すると同時に今後の講義・演習・実習を改善につな

がる。保健師選択制教育の成果を示すことが求めら

れている7)が、まだ報告はみあたらない。 

 平成24年度カリキュラム改正により、Ａ大学は保

健師教育選択制とし、講義・演習・実習を見直した。

現在、演習段階より地域の住民に実際に触れ健康教

育や家庭訪問を行う機会を持ち、より実践に近い教

育内容を行っている。また、実習地域の地区把握を、

演習を通して行い、実習地域の状況を把握できるよ

うにしている。実習前の演習を通して技術の習得に

力を入れている。そこで、本研究では保健師選択制

の学生の公衆衛生看護学実習前後での「保健師教育

の技術項目と卒業時の到達度」に対する自己評価を

比較することによって、講義・演習・実習の評価を

行ったので、報告する。 

 

Ⅱ．教育方法 

１．Ａ大学における講義・演習・実習の内容 

 Ａ大学において学生は、２年次に公衆衛生看護学

Ⅰ（講義）、３年次に公衆衛生看護アセスメント論Ⅰ

（演習）、専門看護学ゼミ（演習）を履修する。４年

次は、前期に公衆衛生看護学Ⅱ（講義）、公衆衛生看

護アセスメント論Ⅱ（演習）、公衆衛生看護技術論Ⅰ

（演習）、公衆衛生看護技術論Ⅱ（演習）を履修し保

健師の個別支援、集団支援、地域支援及び活動展開

（PDCA）の基本的な知識と技術を学んだうえで公

衆衛生看護学実習Ⅰ（保健所実習）、公衆衛生看護学

実習Ⅱ（市町村実習）に取り組んでいる。実習終了

後、公衆衛生看護学Ⅲ（講義）、組織協働活動論（講

義）、公衆衛生看護管理論（講義）を受講し、保健師

の地域における協働や社会資源の開発や組織化、行

政としての施策化等に関する技術を実習で得た知識

や経験を踏まえて習得できるようカリキュラムを構

成している。 

 

２．調査対象 

 Ａ大学の保健師課程で公衆衛生看護学実習を履修

した４年生15名 

３．調査期間 

 平成29年９月～平成29年11月 

 

４．調査方法 

１）調査時期 

 ４年次の公衆衛生看護学実習直前と実習終了後に

調査を実施した。 

２）調査内容 

 平成20年に厚生労働省が示した「保健師の技術項

目と卒業時の到達度」5）71項目の到達度である。これ

らは５つの大項目に分類され、個人／家族を対象と

した技術と集団／地域を対象とした技術項目に分け

て到達度が示されている（以下、それぞれ個人／家

族の技術、集団／地域の技術という。）。個人／家族

の技術は３つの大項目の48項目であり、集団／地域

の技術は５つの大項目の71項目である。「Ⅰ：すこし

の助言で自律して実施できる」「Ⅱ：指導のもとで実

施できる（指導保健師や教員の指導のもとで実施で

きる）」「Ⅲ：学内演習で実施できる（事例を用いて

模擬的に計画を立てたり、実施できる）」「Ⅳ：知識

として分かる」の４段階が設定されている。本調査

は到達度の明記された調査用紙に、到達度として提

示されている４段階の項目を選択肢とした。 

３）依頼方法 

 実習開始前後に、学生に無記名自記式調査を依頼

した。研究協力依頼後に記入の時間を設け、回収ボ

ックスを設置して回収した。 

 

５．調査項目、分析方法 

 調査項目は、「保健師教育の技術項目と卒業時の到

達度」71項目を用いた。Ⅰ：少しの助言で自律して

実施できる、Ⅱ：指導のもとで実施できる、Ⅲ：学

内演習で実施できる、Ⅳ：知識としてわかる、の４

段階で自己評価を行い、Ⅰ：４点、Ⅱ：３点、Ⅲ：

２点、Ⅳ：１点として点数化し、調査ごと、項目ご

とに記述統計を行いその特徴を読み取った。次に実

習による自己評価の変化を検討するため、実習前後

の自己評価の平均値について対応のある t 検定を行

った。また、実習前後で自己評価が到達目標に達し

ている学生の割合を算出し、実習によってその割合

が変化したかを確認するため、McNemar検定を行っ

た。平均値は、到達度の区分により到達度Ⅰ：４点、

到達度Ⅱ：３点、到達度Ⅲ：２点、到達度Ⅳ：１点

とカウントして算出した。 
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６．倫理的配慮 

 研究協力依頼時に、調査への協力は自由意思であ

ること、協力の有無に関わらず学生の不利益になら

ないこと、一度同意したあとでも撤回できることを

紙面及び口頭にて説明し、同意の得られたものを分

析の対象とした。調査への任意性を確保するため、

回収ボックスを用意し、調査票を回収した。データ

は鍵のかかる保管庫で管理し、研究終了10年後にシ

ュレッダーにかけ廃棄するものとした。本研究は福

岡県立大学研究倫理部会の承認を得て実施した（承

認番号H26-27）。 

 

Ⅲ．結 果 

１．自己評価得点の変化 

 調査票の回収は、学生15名（回収率100％）であっ

た。 

 学生の実習前後の自己評価の平均値の変化は、表

１に示すとおりである。 

 項目ごとにみると、個人／家族の技術は48項目中

42項目（87.5％）で上昇し、集団／地域の技術では

64項目（90.1％）が上昇していた。各項目の実習前

後の得点について対応のある t 検定を行ったところ、

平均点は個人／家族の技術で31項目（64.6％）、集団

／地域の技術では43項目（60.6％）で優位に上昇し

ていた（p<0.05）。 

１）個人／家族を対象とした技術項目 

 個人／家族の技術の実習後の到達度が、実習前と

比較して１段階以上上昇した項目（平均得点が１点

以上上昇した項目）は８項目であった。それぞれの

項目の実習前後の平均値±標準偏差は以下の通り

である。 

 ①「No７収集した情報をアセスメントし、地域特

性を見いだす」（2.80±0.94→3.93±0.26） 

 ②「No15目標達成の手順を明確にし、実施計画を

立案する）」（2.73±0.80→3.73±0.46） 

 ③「No16評価の項目・方法・時期を設定する」 

（2.67±0.90→3.67±0.49） 

 ④「No25活用できる社会資源、協働できる機関・

人材について、情報提供をする」（2.20±1.01→

3.40±0.91） 

 ⑤「No29法律や条例等を踏まえて活動する」 

（2.47±1.13→3.73±0.80） 

 ⑥「No35評価結果を活動にフィードバックする」 

（2.40±1.06→3.53±0.83） 

 ⑦「No36継続した活動が必要な対象を判断する」 

（2.73±1.03→3.73±0.46） 

 ⑧「No38健康危機（感染症・虐待・DV・自殺・災

害等）への予防策を講じる」（1.27±0.70→2.40

±0.26） 

２）集団／地域を対象とした技術項目 

 集団／地域の技術の実習後の到達度が、実習前と

比較して１段階以上上昇した項目（平均得点が１点

以上上昇した項目）は８項目であった。それぞれの

項目の実習前後の平均値±標準偏差は以下の通り

である。 

 ①「No７収集した情報をアセスメントし、地域特

性を見いだす」（2.73±0.70→3.87±0.35） 

 ②「No15目標達成の手順を明確にし、実施計画を

立案する」（2.67±0.72→3.73±0.46） 

 ③「No16評価の項目・方法・時期を設定する」 

（2.67±0.90→3.67±0.49） 

 ④「No25活用できる社会資源、協働できる機関・

人材について、情報提供をする」（2.13±0.92→

3.36±0.93） 

 ⑤「No29法律や条例等を踏まえて活動する」 

（2.60±1.06→3.67±0.82） 

 ⑥「No35評価結果を活動にフィードバックする」 

（2.40±1.06→3.53±4.59） 

 ⑦「No36継続した活動が必要な対象を判断する」 

（2.67±1.05→3.73±0.46） 

 ⑧「No54健康課題の解決のためにシステム化の必

要性をアセスメントする」（2.67±1.05→3.73

±0.59） 

 

２．目標に到達した学生の割合の変化 

 実習前後の目標への到達割合の変化は表１に示す

とおりである。卒業時の到達目標に対して、実習を

終えた段階で６割の学生が到達している項目を確認

した。 

 実習後、到達目標に到達している学生の割合が６

割以上であった項目は、個人／家族の技術は48項目

中40項目（83.3％）、集団／地域の技術では63項目

（88.7％）であった。到達した者が６割に満たなか

った項目は、個人／家族の技術は８項目、集団／地

域の技術では８項目であった。 

１）個人／家族を対象とした技術項目 

 個人／家族の技術項目の中で、実習後に目標に到

達した学生が６割に満たなかった項目は以下の８項
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目であった。 

 ①「No９健康課題を持ちながらそれを認識してい

ない・表出しない・表出できない人々を見いだ

す」40.0％ 

 ②「No10潜在化している健康課題を見出し、今後

起こり得る健康課題を予測する」46.7％ 

 ③「No22訪問・相談による支援を行う」33.3％ 

 ④「No23健康教育による支援を行う」46.7％ 

 ⑤「No25活用できる社会資源、協働できる機関・

人材について、情報提供をする」53.3％ 

 ⑥「No34活動の評価を行う」53.3％ 

 ⑦「No38健康危機（感染症・虐待・DV・自殺・災

害等）への予防策を講じる」40.0％ 

 ⑧「No41健康危機についての予防教育活動を行う」

33.3％ 

２）集団／地域を対象とした技術項目 

 集団／地域の技術項目の中で、実習後に目標に到

達した学生が６割に満たなかった項目は以下の８項

目であった。 

 ①「No13健康課題に対する解決・改善に向けた目

的・目標を設定する」53.3％ 

 ②「No24地域組織・当事者グループ等を育成する

支援を行う」53.3％ 

 ③「No25活用できる社会資源、協働できる機関・

人材について、情報提供をする」46.7％ 

 ④「No34活動の評価を行う」46.7％ 

 ⑤「No35評価結果を活動にフィードバックする」

53.3％ 

 ⑥「No41健康危機についての予防教育活動を行う」

33.3％ 

 ⑦「No51地域の人々が組織や社会の変革に主体的

に参画できるよう機会と場、方法を提供する」

53.3％ 

 ⑧「No60施策化が必要である根拠について資料化

する」53.3％ 

 

Ⅳ．考 察 

 今回の研究では、個人／家族の技術48項目及び集

団／地域の技術71項目について、実習前後で学生の

自己評価を調査した。個人／家族の技術も集団／地

域の技術も約６割の項目で平均値の有意に上昇して

いた。６割以上の学生が到達目標をクリアしている

項目は、いずれも８割を超えていた。学生は、実習

を通して多くの技術項目を習得していたと考える。

自己評価の１段階以上上昇した項目と、６割以上の

学生が到達目標に達していなかった項目について考

察する。 

 

１．実習後に自己評価が上昇した項目 

 実習後に自己評価の平均値が１段階以上上昇した

項目は、８項目であった。 

 自己評価を高めた要因として、学生が演習と実習

で繰り返し経験したことが考えられた。「No７収集

した情報をアセスメントし、地域特性を見いだす」

は、個人／家族の技術と集団／地域の技術ともに平

均値が１段階上昇していた。学生は、演習で実習先

の統計情報や様々な情報をインターネットで調べ、

実習に出向き、実習体験を通して実際の地域の環境

を観察し、保健活動への参加を通して地域の住民や

関係者と接している。少しの助言でできるレベルに

到達した割合は、実習前後で約１割から約８割とな

っており、技術習得につながったと考える。先行研

究においてもこの項目は同様の結果であった11),12)。 

 「No15目標達成の手順を明確にし、実施計画を立

案する」及び「No16評価の項目・方法・時期を設定

する」も個人／家族の技術と集団／地域の技術とも

に平均値が１段階上昇していた。学生は演習及び実

習で２回の健康教育を実施し、地域の健康課題を踏

まえた企画立案、実施、評価の過程を経験している。

家庭訪問については演習で健康な高齢者宅を訪問し、

実習では保健師の家庭訪問に同行している。少しの

助言でできるレベルに到達した割合は、実習前後で

約１割から約６割となっており、技術習得につなが

っていると考える。 

 また、実習での保健活動への参加と共に指導者か

らの説明、記録様式への記載や日々のカンファレン

スの体験も、学生の認識を深め自己評価を高めてい

ると考える。「No25活用できる社会資源、協働できる

機関・人材について、情報提供をする」と「No29法

律や条例等を踏まえて活動する」も、個人／家族の

技術と集団／地域の技術ともに平均値が１段階上昇

していた。学生は、保健事業への参加の前後に、指

導者から事業の概要や根拠となる法律や条例等、関

係機関や関係職種の説明を受け、カンファレンスや

実習記録を通してそれらを確認している。保健師の

地域の社会資源の活用の実際を知り、根拠法令に基

づく保健活動を理解していたと考えられる。少しの

助言でできるレベルに到達した割合は、No25につい 
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表
１
 
保
健
師
に
求
め
ら
れ
る
実
践
能
力
と
卒
業
時
の
到
達
目
標
と
実
習
前
の
到
達
度
 

実 践 能 力  

卒
業
時
の
到
達
目
標
 

 
個
人
／
家
族
 

集
団
／
地
域
 

到 達 目 標  

自
己
評
価
平
均
点
±
標
準
偏
差
 
注
１
) 

到
達
割
合
 
注
２
) 

到 達 目 標  

自
己
評
価
平
均
点
±
標
準
偏
差
 
注
１
) 

到
達
割
合
 
注
２
) 

 

大
項
目
 

中
項
目
 

N
o 

小
項
目
 

実
習
前
 

実
習
後
 

実
習
前
 

実
習
後
 

実
習
前
 

実
習
後
 

実
習
前
 

実
習
後
 

Ⅰ ． 地 域 の 健 康 課 題 の 明 確 化 と 計 画 ・ 立 案 す る 能 力  

１
．

地
域

の
健

康
課

題
を

明
ら

か
に
し
、
解
決
・
改

善
策

を
計

画
・

立
案
す
る
 

Ａ
．

地
域

の
人

々
の
生

活
と

健
康

を
多

角
的

・
継

続
的

に
ア
セ

ス
メ
ン
ト
す
る
 

１
 

身
体
的
・
精
神
的
・
社
会
文
化
的
側
面
か
ら
客
観
的
・
主
観
的
情
報
を
収
集
し
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
 

Ⅰ
 
3.
33
 ±

 0
.7
2 

3.
93
 ±

 0
.2
6 

＊
 
46
.7
％
 

86
.7
％
 
＊
 Ⅰ

 
3.
27
 ±

 0
.8
0 

3.
87
 ±

 
0.
35
 ＊

 
46
.7
％
 

80
.0
％
 

 

２
 
社
会
資
源
に
つ
い
て
情
報
収
集
し
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
 

Ⅰ
 
3.
33
 ±

 0
.7
2 

3.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
46
.7
％
 

80
.0
％
 

 
Ⅰ
 
3.
33
 ±

 0
.7
2 

3.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
46
.7
％
 

80
.0
％
 

 

３
 

自
然
及
び
生
活
環
境
（
気
候
・
公
害
等
）
に
つ
い
て
情
報
を
収
集
し
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
 

Ⅰ
 
3.
07
 ±

 0
.8
8 

3.
73
 ±

 0
.4
6 

＊
 
33
.3
％
 

66
.7
％
 

 
Ⅰ
 
3.
07
 ±

 0
.8
8 

3.
73
 ±

 0
.4
6 

＊
 
33
.3
％
 

66
.7
％
 

 

４
 
対
象
者
及
び
対
象
者
の
属
す
る
集
団
を
全
体
と
し
て
捉
え
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
 

Ⅰ
 
3.
27
 ±

 0
.7
0 

3.
93
 ±

 0
.2
6 

＊
 
40
.0
％
 

86
.7
％
 
＊
 Ⅰ

 
3.
27
 ±

 0
.7
0 

3.
93
 ±

 
0.
26
 ＊

 
40
.0
％
 

86
.7
％
 
＊
 

５
 
健
康
問
題
を
持
つ
当
事
者
の
視
点
を
踏
ま
え
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
 

Ⅰ
 
3.
33
 ±

 0
.7
2 

3.
93
 ±

 0
.2
6 

＊
 
46
.7
％
 

86
.7
％
 
＊
 Ⅰ

 
3.
27
 ±

 0
.7
0 

3.
93
 ±

 0
.2
6 

＊
 
40
.0
％
 

86
.7
％
 
＊
 

６
 
系
統
的
・
経
時
的
に
情
報
を
収
集
し
、
継
続
し
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
 

Ⅰ
 
3.
00
 ±

 0
.8
5 

3.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
26
.7
％
 

80
.0
％
 
＊
 Ⅰ

 
3.
07
 ±

 0
.8
0 

3.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
26
.7
％
 

80
.0
％
 
＊
 

７
 
収
集
し
た
情
報
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
、
地
域
特
性
を
見
い
だ
す
 

Ⅰ
 
2.
80
 ±

 0
.9
4 

3.
93
 ±

 0
.2
6 

＊
 
20
.0
％
 

86
.7
％
 
＊
 Ⅰ

 
2.
73
 ±

 0
.7
0 

3.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
6.
7％

 
80
.0
％
 
＊
 

Ｂ
．

地
域

の
顕

在
的
、

潜
在

的
健
康

課
題
を

見
い
だ
す
 

８
 
顕
在
化
し
て
い
る
健
康
課
題
を
明
確
化
す
る
 

Ⅰ
 
3.
07
 ±

 0
.5
9 

3.
80
 ±

 0
.4
1 

＊
 
20
.0
％
 

73
.3
％
 
＊
 Ⅰ

 
3.
00
 ±

 0
.6
6 

3.
80
 ±

 0
.4
1 

＊
 
20
.0
％
 

73
.3
％
 
＊
 

９
 

健
康
課
題
を
持
ち
な
が
ら
そ
れ
を
認
識
し
て
い
な
い
・
表
出
し
な
い
・
表
出
で
き
な
い
人
々
を
見
い
だ
す
 
Ⅰ
 
2.
80
 ±

 0
.5
6 

3.
47
 ±

 0
.5
2 

＊
 
6.
7％

 
40
.0
％
 
＊
 Ⅱ

 
2.
80
 ±

 0
.5
6 

3.
07
 ±

 0
.2
6 

＊
 
66
.7
％
 

93
.3
％
 

 

10
 
潜
在
化
し
て
い
る
健
康
課
題
を
見
出
し
、
今
後
起
こ
り
得
る
健
康
課
題
を
予
測
す
る
 

Ⅰ
 
3.
07
 ±

 0
.5
9 

3.
53
 ±

 0
.5
2 

＊
 
20
.0
％
 

46
.7
％
 

 
Ⅱ
 
2.
80
 ±

 0
.5
6 

3.
27
 ±

 0
.4
6 

＊
 
60
.0
％
 

93
.3
％
 

 

11
 

地
域
の
人
々
の
持
つ
力
（
健
康
課
題
に
気
づ
き
、
解
決
･改

善
、
健
康
増
進
す
る
能
力
）
を
見
い
だ
す
 

Ⅰ
 
3.
00
 ±

 0
.7
6 

3.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
26
.7
％
 

80
.0
％
 
＊
 Ⅰ

 
3.
00
 ±

 0
.7
6 

3.
73
 ±

 
0.
46
 ＊

 
26
.7
％
 

66
.7
％
 
＊
 

Ｃ
．

地
域

の
健

康
課
題

に
対

す
る
支

援
を
計

画
・
立
案
す
る
 

12
 
健
康
課
題
に
つ
い
て
優
先
順
位
を
付
け
る
 

Ⅰ
 
3.
00
 ±

 0
.6
6 

3.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
20
.0
％
 

80
.0
％
 
＊
 Ⅰ

 
3.
00
 ±

 0
.6
6 

3.
80
 ±

 0
.4
1 

＊
 
20
.0
％
 

73
.3
％
 
＊
 

13
 
健
康
課
題
に
対
す
る
解
決
・
改
善
に
向
け
た
目
的
・
目
標
を
設
定
す
る
 

Ⅰ
 
2.
87
 ±

 0
.7
4 

3.
67
 ±

 0
.4
9 

＊
 
13
.3
％
 

60
.0
％
 
＊
 Ⅰ

 
2.
87
 ±

 0
.7
4 

3.
60
 ±

 0
.5
1 

＊
 
13
.3
％
 

53
.3
％
 
＊
 

14
 
地
域
の
人
々
に
適
し
た
支
援
方
法
を
選
択
す
る
 

Ⅰ
 
3.
00
 ±

 0
.7
6 

3.
73
 ±

 0
.4
6 

＊
 
20
.0
％
 

66
.7
％
 
＊
 Ⅰ

 
3.
07
 ±

 0
.8
0 

3.
73
 ±

 0
.4
6 

＊
 
26
.7
％
 

66
.7
％
 
＊
 

15
 
目
標
達
成
の
手
順
を
明
確
に
し
、
実
施
計
画
を
立
案
す
る
 

Ⅰ
 
2.
73
 ±

 0
.8
0 

3.
73
 ±

 0
.4
6 

＊
 
13
.3
％
 

66
.7
％
 
＊
 Ⅰ

 
2.
67
 ±

 0
.7
2 

3.
73
 ±

 0
.4
6 

 
6.
7％

 
66
.7
％
 
＊
 

16
 
評
価
の
項
目
・
方
法
・
時
期
を
設
定
す
る
 

Ⅰ
 
2.
67
 ±

 0
.9
0 

3.
67
 ±

 0
.4
9 

＊
 
13
.3
％
 

60
.0
％
 
＊
 Ⅰ

 
2.
67
 ±

 0
.9
0 

3.
67
 ±

 0
.4
9 

＊
 
13
.3
％
 

60
.0
％
 
＊
 

Ⅱ ． 地 域 の 健 康 増 進 能 力 を 高 め る 個 人 ・ 家 族 ・ 集 団 ・ 組 織 へ の  

継 続 的 支 援 と 協 働 ・ 組 織 活 動 及 び 評 価 す る 能 力  

２
．

地
域

の
人

々
と

協
働

し
て

、
健

康
課

題
を

解
決
・
改
善
し
、
健

康
増

進
能

力
を

高
め
る
 

Ｄ
．
活
動
を
展
開
す
る
 

17
 
地
域
の
人
々
の
生
命
・
健
康
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
権
利
を
守
る
 

Ⅰ
 
3.
93
 ±

 0
.2
6 

3.
93
 ±

 0
.2
6 

 
86
.7
％
 

86
.7
％
 

 
Ⅰ
 
3.
93
 ±

 0
.2
6 

3.
93
 ±

 0
.2
6 

 
86
.7
％
 

86
.7
％
 

 

18
 
地
域
の
人
々
の
生
活
と
文
化
に
配
慮
し
た
活
動
を
行
う
 

Ⅰ
 
3.
80
 ±

 0
.5
6 

3.
93
 ±

 0
.2
6 

 
80
.0
％
 

86
.7
％
 

 
Ⅰ
 
3.
80
 ±

 0
.5
6 

3.
93
 ±

 0
.2
6 

 
80
.0
％
 

86
.7
％
 

 

19
 
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
、
個
人
情
報
の
収
集
・
管
理
を
適
切
に
行
う
 

Ⅰ
 
3.
93
 ±

 0
.2
6 

4.
00
 ±

 0
.0
0 

 
86
.7
％
 

93
.3
％
 

 
Ⅰ
 
3.
93
 ±

 0
.2
6 

4.
00
 ±

 0
.0
0 

 
86
.7
％
 

93
.3
％
 

 

20
 
地
域
の
人
々
の
持
つ
力
を
引
き
出
す
よ
う
支
援
す
る
 

Ⅰ
 
2.
80
 ±

 1
.0
1 

3.
60
 ±

 0
.5
1 

＊
 
26
.7
％
 

60
.0
％
 

 
Ⅱ
 
2.
67
 ±

 0
.9
0 

3.
20
 ±

 0
.4
1 

＊
 
66
.7
％
 

93
.3
％
 

 

21
 
地
域
の
人
々
が
意
思
決
定
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
 

Ⅱ
 
2.
47
 ±

 0
.8
3 

3.
00
 ±

 0
.3
8 

＊
 
53
.3
％
 

86
.7
％
 
＊
 Ⅱ

 
2.
47
 ±

 0
.8
3 

3.
00
 ±

 0
.3
8 

＊
 
53
.3
％
 

86
.7
％
 
＊
 

22
 
訪
問
・
相
談
に
よ
る
支
援
を
行
う
 

Ⅰ
 
2.
73
 ±

 0
.9
6 

3.
07
 ±

 1
.0
3 

 
20
.0
％
 

33
.3
％
 

 
Ⅱ
 
2.
60
 ±

 0
.8
3 

2.
73
 ±

 0
.8
0 

 
66
.7
％
 

73
.3
％
 

 

23
 
健
康
教
育
に
よ
る
支
援
を
行
う
 

Ⅰ
 
2.
80
 ±

 0
.8
6 

3.
53
 ±

 0
.5
2 

＊
 
20
.0
％
 

46
.7
％
 

 
Ⅱ
 
2.
93
 ±

 0
.4
6 

3.
20
 ±

 0
.4
1 

 
80
.0
％
 

93
.3
％
 

 

24
 
地
域
組
織
・
当
事
者
グ
ル
ー
プ
等
を
育
成
す
る
支
援
を
行
う
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
- 

 
Ⅲ
 
1.
80
 ±

 0
.8
6 

1.
71
 ±

 0
.6
1 

 
60
.0
％
 

53
.3
％
 

 

25
 
活
用
で
き
る
社
会
資
源
、
協
働
で
き
る
機
関
・
人
材
に
つ
い
て
、
情
報
提
供
を
す
る
 

Ⅰ
 
2.
20
 ±

 1
.0
1 

3.
40
 ±

 0
.9
1 

＊
 
13
.3
％
 

53
.3
％
 
＊
 Ⅰ

 
2.
13
 ±

 0
.9
2 

3.
36
 ±

 
0.
93
 ＊

 
6.
7％

 
46
.7
％
 
＊
 

26
 
支
援
目
的
に
応
じ
て
社
会
資
源
を
活
用
す
る
 

Ⅱ
 
1.
87
 ±

 0
.9
9 

2.
80
 ±

 0
.8
6 

＊
 
40
.0
％
 

73
.3
％
 

 
Ⅱ
 
1.
93
 ±

 1
.0
0 

2.
80
 ±

 0
.8
6 

＊
 
40
.0
％
 

73
.3
％
 

 

27
 
当
事
者
と
関
係
職
種
・
機
関
で
チ
ー
ム
を
組
織
す
る
 

Ⅱ
 
1.
93
 ±

 1
.1
0 

2.
47
 ±

 0
.8
3 

 
40
.0
％
 

60
.0
％
 

 
Ⅱ
 
1.
93
 ±

 1
.1
0 

2.
67
 ±

 0
.8
2 

＊
 
40
.0
％
 

66
.7
％
 

 

28
 
個
人
/家

族
支
援
、
組
織
的
ア
プ
ロ
ー
チ
等
を
組
み
合
わ
せ
て
活
用
す
る
 

Ⅱ
 
2.
07
 ±

 1
.1
0 

2.
80
 ±

 0
.5
6 

＊
 
46
.7
％
 

80
.0
％
 

 
Ⅱ
 
2.
07
 ±

 1
.1
0 

2.
67
 ±

 0
.7
2 

 
46
.7
％
 

73
.3
％
 

 

29
 
法
律
や
条
例
等
を
踏
ま
え
て
活
動
す
る
 

Ⅰ
 
2.
47
 ±

 1
.1
3 

3.
73
 ±

 0
.8
0 

＊
 
20
.0
％
 

80
.0
％
 
＊
 Ⅰ

 
2.
60
 ±

 1
.0
6 

3.
67
 ±

 0
.8
2 

＊
 
20
.0
％
 

73
.3
％
 
＊
 

30
 
目
的
に
基
づ
い
て
活
動
を
記
録
す
る
 

Ⅰ
 
3.
27
 ±

 0
.8
8 

3.
73
 ±

 0
.8
0 

 
46
.7
％
 

80
.0
％
 

 
Ⅰ
 
3.
27
 ±

 0
.8
8 

3.
73
 ±

 0
.8
0 

 
46
.7
％
 

80
.0
％
 

 

Ｅ
．

地
域

の
人

々
・
関

係
者

・
機
関

と
協
働

す
る
 

31
 
協
働
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
信
頼
関
係
を
築
く
 

Ⅰ
 
3.
47
 ±

 0
.7
4 

3.
93
 ±

 0
.2
6 

＊
 
60
.0
％
 

86
.7
％
 

 
Ⅱ
 
2.
93
 ±

 0
.8
0 

3.
27
 ±

 0
.4
6 

 
73
.3
％
 

93
.3
％
 

 

32
 
必
要
な
情
報
と
活
動
目
的
を
共
有
す
る
 

Ⅰ
 
3.
07
 ±

 1
.1
0 

3.
80
 ±

 0
.4
1 

＊
 
46
.7
％
 

73
.3
％
 

 
Ⅱ
 
2.
53
 ±

 0
.9
9 

3.
27
 ±

 0
.4
6 

＊
 
60
.0
％
 

93
.3
％
 

 

33
 
互
い
の
役
割
を
認
め
合
い
、
と
も
に
活
動
す
る
 

Ⅱ
 
2.
67
 ±

 0
.9
0 

3.
07
 ±

 0
.4
6 

 
66
.7
％
 

86
.7
％
 

 
Ⅱ
 
2.
60
 ±

 0
.8
3 

3.
13
 ±

 0
.5
2 

＊
 
66
.7
％
 

86
.7
％
 

 

Ｆ
．

活
動

を
評

価
・
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
 

34
 
活
動
の
評
価
を
行
う
 

Ⅰ
 
3.
13
 ±

 0
.5
2 

3.
53
 ±

 0
.6
4 

＊
 
20
.0
％
 

53
.3
％
 

 
Ⅰ
 
3.
20
 ±

 0
.4
1 

3.
57
 ±

 0
.5
1 

＊
 
20
.0
％
 

46
.7
％
 

 

35
 
評
価
結
果
を
活
動
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
 

Ⅰ
 
2.
40
 ±

 1
.0
6 

3.
53
 ±

 0
.8
3 

＊
 
13
.3
％
 

60
.0
％
 
＊
 Ⅰ

 
2.
40
 ±

 1
.0
6 

3.
53
 ±

 4
.5
9 

 
13
.3
％
 

53
.3
％
 
＊
 

36
 
継
続
し
た
活
動
が
必
要
な
対
象
を
判
断
す
る
 

Ⅰ
 
2.
73
 ±

 1
.0
3 

3.
73
 ±

 0
.4
6 

＊
 
20
.0
％
 

66
.7
％
 

 
Ⅰ
 
2.
67
 ±

 1
.0
5 

3.
73
 ±

 0
.4
6 

＊
 
20
.0
％
 

66
.7
％
 
＊
 

37
 
必
要
な
対
象
に
継
続
し
た
活
動
を
行
う
 

Ⅱ
 
2.
00
 ±

 0
.8
5 

2.
80
 ±

 0
.5
6 

＊
 
33
.3
％
 

80
.0
％
 
＊
 Ⅱ

 
1.
93
 ±

 0
.8
0 

2.
87
 ±

 0
.6
4 

＊
 
26
.7
％
 

80
.0
％
 
＊
 

 ＊
 

p<
0.
05
 
 
 
注
１
）
平
均
の
検
定
に
つ
い
て
は
対
応
の
あ
る

 T
 検

定
 
 
注
２
）
割
合
の
検
定
に
つ
い
て
は

M
cN

em
ar
検
定
 

＊
 
個
人
／
家
族
：
個
人
や
家
族
を
対
象
と
し
た
卒
業
時
の
到
達
度
 

＊
 
集
団
／
地
域
：
集
団
（
自
治
会
の
住
民
、
要
介
護
高
齢
者
集
団
、
管
理
職
集
団
、
小
学
校
の
ク
ラ
ス
な
ど
）
や
地
域
（
自
治
体
、
企
業
、
学
校
な
ど
）
の
人
々
を
対
象
と
し
た
卒
業
時
の
到
達
度
 

＊
 
到
達
目
標
の
Ⅰ
～
Ⅳ
区
分
：
Ⅰ
：
す
こ
し
の
助
言
で
自
律
し
て
実
施
で
き
る
、
Ⅱ
：
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
（
指
導
保
健
師
や
教
員
の
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
）、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ
：
学
内
演
習
で
実
施
で
き
る
（
事
例
な
ど
を
用
い
て
模
擬
的
に
計
画
を
立
て
た
り
実
施
で
き
る
）、

Ⅳ
：
知
識
と
し
て
わ
か
る
 

＊
 
到
達
目
標
に
対
す
る
自
己
評
価
 
Ⅰ
（
４
点
）、

Ⅱ
（
３
点
）、

Ⅲ
（
２
点
）、

Ⅳ
（
１
点
）
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表
１
（
続
き
）
 
保
健
師
に
求
め
ら
れ
る
実
践
能
力
と
卒
業
時
の
到
達
目
標
と
実
習
前
の
到
達
度
 

実 践 能 力  

卒
業
時
の
到
達
目
標
 

 
個
人
／
家
族
 

集
団
／
地
域
 

到 達 目 標  

自
己
評
価
平
均
点
±
標
準
偏
差
 
注
１
) 

到
達
割
合
 
注
２
) 

到 達 目 標  

自
己
評
価
平
均
点
±
標
準
偏
差
 
注
１
) 

到
達
割
合
 
注
２
) 

 

大
項
目
 

中
項
目
 

N
o 

小
項
目
 

実
習
前
 

実
習
後
 

実
習
前
 

実
習
後
 

実
習
前
 

実
習
後
 

実
習
前
 

実
習
後
 

Ⅲ ． 地 域 の 健 康 危 機 管 理 能 力  

３
．

地
域

の
健

康
危

機
管

理
を

行
う
 

Ｇ
．

健
康

危
機

管
理
の

体
制

を
整
え

予
防
策

を
講
じ
る
 

38
 
健
康
危
機
（
感
染
症
・
虐
待
・

D
V・

自
殺
・
災
害
等
）
へ
の
予
防
策
を
講
じ
る
 

Ⅱ
 
1.
27
 ±

 0
.7
0 

2.
40
 ±

 0
.2
6 

 
13
.3
％
 

40
.0
％
 

 
Ⅲ
 
1.
07
 ±

 0
.2
6 

2.
00
 ±

 0
.3
8 

 
6.
7％

 
86
.7
％
 
* 

39
 
生
活
環
境
の
整
備
･改

善
に
つ
い
て
提
案
す
る
 

Ⅲ
 
1.
60
 ±

 0
.6
3 

1.
93
 ±

 0
.6
4 

 
53
.3
％
 

86
.7
％
 
* 

Ⅲ
 
1.
53
 ±

 0
.6
4 

1.
93
 ±

 0
.2
6 

＊
 
46
.7
％
 

86
.7
％
 
* 

40
 
広
域
的
な
健
康
危
機
（
災
害
・
感
染
症
等
）
管
理
体
制
を
整
え
る
 

Ⅲ
 
1.
20
 ±

 0
.4
1 

1.
73
 ±

 0
.4
1 

＊
 
20
.0
％
 

66
.7
％
 
* 

Ⅲ
 
1.
20
 ±

 0
.4
1 

1.
73
 ±

 0
.4
6 

＊
 
20
.0
％
 

66
.7
％
 
* 

41
 
健
康
危
機
に
つ
い
て
の
予
防
教
育
活
動
を
行
う
 

Ⅱ
 
1.
80
 ±

 0
.9
4 

2.
13
 ±

 0
.9
0 

 
33
.3
％
 

33
.3
％
 

 
Ⅱ
 
1.
67
 ±

 0
.9
0 

2.
20
 ±

 0
.7
7 

 
26
.7
％
 

33
.3
％
 

 

Ｈ
．

健
康

危
機

の
発
生

時
に
対
応
す
る
 

42
 
健
康
危
機
（
感
染
症
・
虐
待
・

D
V
・
自
殺
・
災
害
等
）
に
迅
速
に
対
応
す
る
 
Ⅲ
 
1.
20
 ±

 0
.4
1 

1.
67
 ±

 0
.4
1 

＊
 
20
.0
％
 

60
.0
％
 

 
Ⅲ
 
1.
20
 ±

 0
.4
1 

1.
73
 ±

 0
.4
6 

＊
 
20
.0
％
 

66
.7
％
 
* 

43
 
健
康
危
機
情
報
を
迅
速
に
把
握
す
る
体
制
を
整
え
る
 

Ⅳ
 
1.
00
 ±

 0
.0
0 

1.
07
 ±

 0
.0
0 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

Ⅳ
 
1.
00
 ±

 0
.0
0 

1.
07
 ±

 0
.2
6 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

44
 
関
係
者
・
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
い
、
役
割
を
明
確
化
す
る
 

Ⅲ
 
1.
20
 ±

 0
.4
1 

2.
07
 ±

 0
.4
1 

 
20
.0
％
 

86
.7
％
 
* 

Ⅲ
 
1.
20
 ±

 0
.4
1 

1.
93
 ±

 0
.2
6 

 
20
.0
％
 

86
.7
％
 
* 

45
 
医
療
提
供
シ
ス
テ
ム
を
効
果
的
に
活
用
す
る
 

Ⅳ
 
1.
07
 ±

 0
.2
6 

1.
00
 ±

 0
.2
6 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

Ⅳ
 
1.
07
 ±

 0
.2
6 

1.
13
 ±

 0
.5
2 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

46
 
健
康
危
機
の
原
因
究
明
を
行
い
、
解
決
・
改
善
策
を
講
じ
る
 

Ⅳ
 
1.
00
 ±

 0
.0
0 

1.
00
 ±

 0
.0
0 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

Ⅳ
 
1.
00
 ±

 0
.0
0 

1.
00
 ±

 0
.0
0 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

47
 
健
康
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
 

Ⅳ
 
1.
00
 ±

 0
.0
0 

1.
00
 ±

 0
.0
0 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

Ⅳ
 
1.
00
 ±

 0
.0
0 

1.
00
 ±

 0
.0
0 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

Ｉ
．

健
康

危
機

発
生
後

か
ら

の
回
復

期
に
対

応
す
る
 

48
 
健
康
回
復
に
向
け
た
支
援
（

P
T

SD
対
応
・
生
活
環
境
の
復
興
等
）
を
行
う
 
Ⅳ
 
1.
07
 ±

 0
.2
6 

1.
00
 ±

 0
.0
0 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

Ⅳ
 
1.
00
 ±

 0
.0
0 

1.
00
 ±

 0
.0
0 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

49
 
健
康
危
機
へ
の
対
応
と
管
理
体
制
を
評
価
し
、
再
構
築
す
る
 

Ⅳ
 
1.
07
 ±

 0
.2
6 

1.
00
 ±

 0
.5
2 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

Ⅳ
 
1.
13
 ±

 0
.5
2 

1.
00
 ±

 0
.0
0 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

Ⅳ ． 地 域 の 健 康 水 準 を 高 め る 社 会 資 源 開 発  

４
．

地
域

の
人

々
の

健
康

を
保

障
す

る
た

め
に

、
生

活
と

健
康

に
関

す
る

社
会

資
源

の
公

平
な

利
用

と
分

配
を

促
進
す
る
 

Ｊ
．

社
会

資
源

を
開
発

す
る
 

50
 
活
用
で
き
る
社
会
資
源
と
利
用
上
の
問
題
を
見
い
だ
す
 

 

Ⅰ
 
2.
87
 ±

 0
.9
9 

3.
80
 ±

 0
.4
1 

＊
 
26
.7
％
 

73
.3
％
 
* 

51
 

地
域
の
人
々
が
組
織
や
社
会
の
変
革
に
主
体
的
に
参
画
で
き
る
よ
う
機
会
と
場
、
方
法
を
提
供
す
る
 

Ⅲ
 
1.
73
 ±

 0
.5
9 

1.
60
 ±

 0
.5
1 

 
66
.7
％
 

53
.3
％
 

 

52
 
地
域
の
人
々
や
関
係
す
る
部
署
・
機
関
の
間
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
 

Ⅲ
 
1.
67
 ±

 0
.6
2 

1.
80
 ±

 0
.4
1 

 
60
.0
％
 

73
.3
％
 

 

53
 
必
要
な
地
域
組
織
や
サ
ー
ビ
ス
を
資
源
と
し
て
開
発
す
る
 

Ⅲ
 
1.
47
 ±

 0
.5
2 

1.
80
 ±

 0
.4
1 

 
46
.7
％
 

73
.3
％
 

 

Ｋ
．
シ
ス
テ
ム
化
す
る
 

54
 
健
康
課
題
の
解
決
の
た
め
に
シ
ス
テ
ム
化
の
必
要
性
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
 

Ⅰ
 
2.
67
 ±

 1
.0
5 

3.
73
 ±

 0
.5
9 

＊
 
20
.0
％
 

73
.3
％
 
* 

55
 
関
係
機
関
や
地
域
の
人
々
と
の
協
働
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
化
の
方
法
を
見
い
だ
す
 

Ⅲ
 
1.
53
 ±

 0
.5
2 

2.
00
 ±

 0
.3
8 

＊
 
53
.3
％
 

86
.7
％
 

 

56
 
仕
組
み
が
包
括
的
に
機
能
し
て
い
る
か
評
価
す
る
 

Ⅲ
 
1.
53
 ±

 0
.5
2 

2.
00
 ±

 0
.3
8 

＊
 
53
.3
％
 

86
.7
％
 

 

Ｌ
．
施
策
化
す
る
 

57
 

組
織
（
行
政
・
事
業
所
・
学
校
等
）
の
基
本
方
針
・
基
本
計
画
と
の
整
合
性
を
図
り
な
が
ら
施
策
を
理
解
す
る
 

Ⅲ
 
1.
67
 ±

 0
.6
2 

1.
87
 ±

 0
.5
2 

 
60
.0
％
 

73
.3
％
 

 

58
 
施
策
の
根
拠
と
な
る
法
や
条
例
等
を
理
解
す
る
 

Ⅲ
 
1.
73
 ±

 0
.7
0 

2.
00
 ±

 0
.5
3 

 
60
.0
％
 

80
.0
％
 

 

59
 
施
策
化
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
 

Ⅰ
 
2.
87
 ±

 0
.9
9 

3.
53
 ±

 0
.8
3 

 
26
.7
％
 

60
.0
％
 
* 

60
 
施
策
化
が
必
要
で
あ
る
根
拠
に
つ
い
て
資
料
化
す
る
 

Ⅰ
 
2.
53
 ±

 1
.0
6 

3.
40
 ±

 0
.9
1 

＊
 
20
.0
％
 

53
.3
％
 

 

61
 

施
策
化
の
必
要
性
を
地
域
の
人
々
や
関
係
す
る
部
署
・
機
関
に
根
拠
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
 

Ⅲ
 
1.
53
 ±

 0
.7
4 

2.
00
 ±

 0
.3
8 

＊
 
40
.0
％
 

86
.7
％
 
* 

62
 
施
策
化
の
た
め
に
、
関
係
す
る
部
署
・
機
関
と
協
議
・
交
渉
す
る
 

Ⅲ
 
1.
33
 ±

 0
.4
9 

1.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
33
.3
％
 

80
.0
％
 
* 

63
 
地
域
の
人
々
の
特
性
・
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
施
策
を
立
案
す
る
 

Ⅲ
 
1.
40
 ±

 0
.5
1 

1.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
40
.0
％
 

80
.0
％
 
* 

Ｍ
．社

会
資
源
を
管
理
・

活
用
す
る
 

64
 
予
算
の
仕
組
み
を
理
解
し
、
根
拠
に
基
づ
き
予
算
案
を
作
成
す
る
 

Ⅲ
 
1.
27
 ±

 0
.4
6 

1.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
26
.7
％
 

80
.0
％
 
* 

65
 

施
策
の
実
施
に
向
け
て
関
係
す
る
部
署
・
機
関
と
協
働
し
、
活
動
内
容
と
人
材
の
調
整
（
配
置
・
確
保
等
）
を
行
う
 

Ⅲ
 
1.
27
 ±

 0
.4
6 

1.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
26
.7
％
 

80
.0
％
 
* 

66
 
施
策
や
活
動
、
事
業
の
成
果
を
公
表
し
、
説
明
す
る
 

Ⅲ
 
1.
33
 ±

 0
.4
9 

1.
80
 ±

 0
.4
1 

＊
 
33
.3
％
 

73
.3
％
 
* 

67
 

保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
公
平
・
円
滑
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
継
続
的
に
評
価
・
改
善
す
る
 

Ⅲ
 
1.
33
 ±

 0
.4
9 

1.
80
 ±

 0
.4
1 

＊
 
33
.3
％
 

73
.3
％
 
* 

Ⅴ ． 専 門 的 自 律 と 継

続 的 な 質 の 向 上 能 力  

５
．
保
健
・
医
療
・

福
祉

及
び

社
会

に
関

す
る

最
新

の
知

識
・

技
術

を
主

体
的

・
継

続
的

に
学

び
、

実
践

の
質

を
向

上
さ
せ
る
 

Ｎ
．

研
究

の
成

果
を
活

用
す
る
 

68
 
研
究
成
果
を
実
践
に
活
用
し
、
健
康
課
題
の
解
決
・
改
善
の
方
法
を
生
み
出
す
 

Ⅲ
 
1.
40
 ±

 0
.5
1 

1.
87
 ±

 0
.3
5 

＊
 
40
.0
％
 

80
.0
％
 
* 

69
 
社
会
情
勢
と
地
域
の
健
康
課
題
に
応
じ
た
保
健
師
活
動
の
研
究
・
開
発
を
行
う
 

Ⅲ
 
1.
27
 ±

 0
.4
6 

1.
73
 ±

 0
.4
6 

＊
 
26
.7
％
 

66
.7
％
 
* 

Ｏ
．
継
続
的
に
学
ぶ
 

70
 
社
会
情
勢
・
知
識
・
技
術
を
主
体
的
、
継
続
的
に
学
ぶ
 

Ⅰ
 
3.
27
 ±

 0
.8
0 

3.
73
 ±

 0
.8
0 

 
40
.0
％
 

80
.0
％
 

 

Ｐ
．

保
健

師
と

し
て
の

責
任
を
果
た
す
 

71
 
保
健
師
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
て
い
く
た
め
の
自
己
の
課
題
を
見
い
だ
す
 

Ⅳ
 
1.
33
 ±

 0
.7
2 

1.
53
 ±

 0
.9
2 

 
10
0.
0％

 
10
0.
0％

 
 

 ＊
 

p<
0.
05
 
 
 
注
１
）
平
均
の
検
定
に
つ
い
て
は
対
応
の
あ
る

 T
 検

定
 
 
注
２
）
割
合
の
検
定
に
つ
い
て
は

M
cN

em
ar
検
定
 

＊
 
個
人
／
家
族
：
個
人
や
家
族
を
対
象
と
し
た
卒
業
時
の
到
達
度
 

＊
 
集
団
／
地
域
：
集
団
（
自
治
会
の
住
民
、
要
介
護
高
齢
者
集
団
、
管
理
職
集
団
、
小
学
校
の
ク
ラ
ス
な
ど
）
や
地
域
（
自
治
体
、
企
業
、
学
校
な
ど
）
の
人
々
を
対
象
と
し
た
卒
業
時
の
到
達
度
 

＊
 
到
達
目
標
の
Ⅰ
～
Ⅳ
区
分
：
Ⅰ
：
す
こ
し
の
助
言
で
自
律
し
て
実
施
で
き
る
、
Ⅱ
：
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
（
指
導
保
健
師
や
教
員
の
指
導
の
も
と
で
実
施
で
き
る
）、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ
：
学
内
演
習
で
実
施
で
き
る
（
事
例
な
ど
を
用
い
て
模
擬
的
に
計
画
を
立
て
た
り
実
施
で
き
る
）、

Ⅳ
：
知
識
と
し
て
わ
か
る
 

＊
 
到
達
目
標
に
対
す
る
自
己
評
価
 
Ⅰ
（
４
点
）、

Ⅱ
（
３
点
）、

Ⅲ
（
２
点
）、

Ⅳ
（
１
点
）
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ては実習前後で約１割から約５割、No29については

２割から約８割となっており、技術習得につながっ

たと考える。「No35評価結果を活動にフィードバッ

クする」と「No36継続した活動が必要な対象を判断

する」についても、実習では指導保健師や教員と繰

り返しカンファレンスを行い、記録で考察している。

個人／家族の技術と集団／地域の技術ともに目標に

到達した割合は、約２割から６割となっており、技

術習得につながっていると考える。 

 集団／地域の技術である「No54健康課題の解決の

ためにシステム化の必要性をアセスメントする」も

平均値が１段階上昇し、少しの助言でできるレベル

に到達した者の割合は、２割から約７割に上昇した。

Ａ大学では地域ケアシステムに関する独自の記録様

式を作成して、実習後の講義と連動させた教材開発

を行っており、技術習得の一助になっていると考え

られる。 

 「No38健康危機（感染症・虐待・DV・自殺・災害

等）への予防策を講じる」は、個人／家族の技術の

自己評価の平均値が１段階上昇した。実習では、近

年頻発する自然災害の被災地支援等健康危機管理業

務について、現場を体験した保健師によるレクチャ

ーを受けている。指導のもと実施できるレベルに到

達した割合も上昇しているが、4割にとどまっており、

要支援者等支援事例の学習など今後検討が必要であ

る。 

 

２．実習後に目標到達割合が６割に満たない項目 

 今回の調査では、実習後に卒業時の目標に到達し

た割合が６割に満たなかった項目は、個人／家族の

技術と集団／地域の技術それぞれ８項目であった。

３項目（No25、No41、No34）は個人／家族の技術と

集団／地域の技術に共通していたが、５項目は異な

っていた。 

 「No９健康課題を持ちながらそれを認識していな

い・表出しない・表出できない人々を見いだす」と

「No10潜在化している健康課題を見出し、今後起こ

り得る健康課題を予測する」は、個人／家族の技術

で少しの助言でできるレベルに到達した割合が約４

割であった。2017年全国調査では、大学（選択制）

におけるこれらの項目の到達割合は６割9）となって

おり、強化すべき項目であると考える。 

 個別支援や集団支援は、繰り返しの経験により修

得する項目10)とされている。「No22訪問・相談による

支援を行う」と「No23健康教育による支援を行う」

の個人／家族の技術は、少しの助言でできるレベル

に到達した割合は５割に満たなかった。看護師資格

を持たない学部の学生が相談や教育等の保健指導を

実施することは難しく、現状ではほとんどの学生が

家庭訪問や健康相談の見学に留まっている。学生が

主体となって繰り返し経験することができる実習体

制が必要である。また集団／地域の技術である

「No24地域組織・当事者グループ等を育成する支援

を行う」についても、学内演習で実施できるレベル

に到達した割合は約５割であった。保健師は長期的

に住民のペースでグループに関わっており、限られ

た実習期間で学生が住民組織やグループに働きかけ

る体験をすることは難しい。集団支援は保健師の重

要な技術であり、実践経験ができるよう工夫が必要

と考える。また「No25活用できる社会資源、協働で

きる機関・人材について、情報提供をする」は、個

人／家族の技術と集団／地域の技術のいずれも少し

の助言で実施できるレベルに到達した者の割合は約

５割であった。保健師は日々の活動の中で社会資源

を把握し、活動内容やスタッフの状況など幅広く情

報収集して活用方法を見出し、他者へ情報提供して

いる。地域診断も含め学生が把握した情報を活用す

る体験について工夫が必要であると考える。 

 集団／地域の技術における「No13健康課題に対す

る解決・改善に向けた目的・目標を設定する」「No34

活動の評価を行う」「No35評価結果を活動にフィー

ドバックする」は、いずれも少しの助言でできるレ

ベルに到達した者は約5割であった。これらはコミュ

ニティを対象とした看護過程の展開技術であり、地

域の健康課題を踏まえた計画立案、活動実践と注意

深い思考の過程が必要である。2017年の全国調査に

おいて、到達割合は、大学（選択制）58.5％に対し

大学院の教育では90％以上となっていた9)。保健師は

地域を担当し地区活動を展開するが、5週間の限られ

た実習でこれらを体験させることは難しい。地区活

動の展開プロセスを実践的に学習できるようにする

ことが必要と考える。No34の評価については、個人

／家族の技術においても目標に到達した割合は約５

割であり、学生が評価を学べる工夫が必要と考える。 

先行研究において健康危機管理と施策化に関する技

術項目は、到達割合が低い結果であった12～15）。本研究

においても「No38健康危機（感染症・虐待・DV・自

殺・災害等）への予防策を講じる」の個人家族の技
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術、「No41健康危機についての予防教育活動を行う」

の個人／家族の技術と集団／地域の技術は、いずれ

も指導の下で実施できるレベルに到達した者の割合

は約３割であった。実習での健康危機管理に関する

体験は、指導者からの説明が主である。新型コロナ

ウイルス対策や災害時の対応、虐待事例への対応等

保健師の活動において従来以上に重要性を増してい

ることから、技術習得に向けた学習方法の工夫が必

要である。 

 また集団／地域の技術である「No51地域の人々が

組織や社会の変革に主体的に参画できるよう機会と

場、方法を提供する」と「No60施策化が必要である

根拠について資料化する」も目標に到達した者の割

合は約５割であった。到達目標は、No51は学内演習

で実施できるレベルであるが、複雑化する地域の健

康課題に対応するためには、地域の住民や組織との

連携や協働は不可欠である。具体的な事例を通した

学びの機会を設けるなどの工夫が必要である。No60

は少しの助言でできるレベルであり、教育の中に施

策の必要を説明する資料作成の体験を取り入れてい

く必要があると考える。 

 

３．今後の検討課題 

 看護師と保健師の国家試験受験資格を同時に取得

する統合カリキュラムにおける地域看護実習（２週

間：２単位）の調査では、到達割合が６割に達した

項目は約１割であった18)。２週間の実習では、見学中

心で技術の習得に至らなかったが、演習を踏まえた

５週間の実習で、学生は多くの技術を複数回経験し

て「できる」と自己評価したものと考える。また、

2017年の全国調査9)においては、到達割合は60～70％

と報告されており、学生の自己評価によるＡ大学の

到達割合は８割を超えており全国平均より高い状況

にあるといえる。 

 学生が演習と実習で健康教育や家庭訪問を繰り返

し体験することや、地域診断演習を踏まえた実習地

での保健活動への参加、臨地の指導者からの保健活

動や保健事業の説明、カンファレンスを繰り返し行

うこと、記録を通した振り返りや確認は、学生の技

術習得を促進していると考えらえた。しかし演習と

実習の体験があっても、潜在的健康課題や潜在的な

支援が必要な人々を把握することは難しいこと、家

庭訪問や健康教育の実施経験があっても、個別の相

談や教育などの保健指導を実施することは技術習得

が難しいことが明らかになった。また、把握した地

域の社会資源の情報を支援に活かすことや、災害を

予測した個別支援、地区活動の展開の技術について

も意図的な学習体験をしなければ習得が難しいと考

えられた。学習目標と学習内容を明確化し、実習プ

ログラムを洗練していく必要性が明らかになった。 

 健康危機管理や施策化に関する技術の習得につい

ても、先行研究同様に課題があり、今後、講義、演

習、実習を連動させた教育の工夫が必要であると考

える。 

 「No17地域の人々の生命・健康、人間としての尊

厳と権利を守る」と「No19プライバシーに配慮し、

個人情報の収集・管理を適切に行う」は、実習前か

ら到達割合が８割を超えており大きな変化がなかっ

た。これらの項目は先行研究でも到達度が高   

く12～14,16,17）、看護師教育の段階から取り組んでいるこ

とが理由と考えられている。しかし保健師には、個

と集団の利益や、重大性・緊急性の高い虐待や災害・

感染症等の健康危機、健康政策の立案など保健師に

特有の実践において応用できる倫理的能力を養う教

育の必要性が指摘されている19)。今後、教育内容と習

得すべき技術について検討が必要であると考える。 

 

４．研究の限界 

 本研究はＡ大学において、選択制を開始し間もな

い15名と限られた大学の少人数が対象であった。そ

のため、結果を一般化するにはデータの蓄積と他大

学との比較と検証を継続する必要がある。 

 

 開示すべき利益相反はありません。 
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